
大河原町教育委員会 

 

保護者の皆様へ 
 

 

 
 

 

  学校給食費（食材費相当額）は、保護者から大河原町に口座振替でお支払い

いただくことになります。 

 このため、口座振替申し込みが必要となりますので、ご理解の上、お手続き

をお願いいたします。 

 

１．口座振替手続きについて                   

同封の「大河原町口座振替依頼書兼自動払込利用申込書」を２.の金融機関に

提出してください。 

 ※金融機関に提出する際は、通帳、届出印、身分証明書をお持ちください。 

※一度手続きを行うと、大河原町立学校間の転校、進学時に新たな手続きは 

不要です。 

 ※口座振替にかかる手数料は、大河原町が負担します。 

※手続きには、1 か月半程度かかりますので、お早めのお申し込みをお願い 

いたします。 

 

２．口座振替ができる金融機関について             

 ・七十七銀行  ・仙台銀行  ・仙南信用金庫  ・相双五城信用組合 

 ・東北労働金庫  ・みやぎ仙南農業協同組合  ・ゆうちょ銀行 の本・支店 

 

３．口座振替依頼書の記入について               

・校納金と同じ口座でもかまいません。その場合も手続きは必要になります。 

・口座振替依頼書の依頼人欄には、納入義務者（保護者氏名）を記入してくだ 

さい。 

・兄弟がいる場合は、1 枚の用紙に記入してください。 

・町内の各金融機関には、口座振替依頼書があります。必要な場合は、窓口で 

お求めください。 
・記入例を参考にご記入ください。 

 

 

お問い合わせ先：大河原町学校給食センター TEL：0224-52-6894 



↗通学している又は入学予定の
小・中学校名を記入


